
大田市排水設備改造工事資金融資あっせん及び利子補給に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和３年３月２５日 

 

                  大田市長  

 

大田市規則第２６号 

大田市排水設備改造工事資金融資あっせん及び利子補給に関す

る規則の一部を改正する規則 

大田市排水設備改造工事資金融資あっせん及び利子補給に関する規

則（平成１９年大田市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

様式第３号、様式第６号、様式第８号及び様式第９号中「㊞」を削

る。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 


